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1．はじめに 

基礎自治体版 ECI 方式を活用した道路ストック保全事業は、新しい取り組み・発注方式である

ため、導入においては、事業の進捗に際して発注者、設計者、施工者の三者間における役割分担

やリスク分担、積算方法、具体的な契約手順等、内容を明確にする必要がある。 

今後、田原本町の道路ストック保全事業において、基礎自治体版 ECI 方式を積極的に活用、推

進させるため、手続きの流れや運用方法、留意点を明確にした指針をガイドラインとしてとりま

とめる。 

 

２．ガイドライン策定の目的 

田原本町では、効率的・効果的な橋梁保全事業の推進を図るため、平成 30 年～令和３年の「産

学官連携による道路ストックの包括的民間委託に向けた共同研究」において設計、施工の包括発注

（業務内容の包括、複数年契約等）に関する検討・審議を行ってきた。本ガイドライン（案）は上

記の検討結果を踏まえ、この新しい取り組みの導入や継続的な実施に際して必要となる事業の発注

条件（契約方式、支払方法等）、実施体制（モニタリング機関）、事業全体のマネジメント、ワーク

フロー、発注者・設計者・施工者の三者間における役割分担やリスク分担等について取りまとめ、

今後の道路ストックの保全事業における積極的な活用、推進に資するものである。 

 

３．ガイドラインの位置付け 

本ガイドラインは、道路ストック保全事業の包括発注を運用する際に参考となる手続き、運用

手順の概要、設計者・施工者の選定方法・契約方法、実施体制、役割分担の基本的な考え方を定

めたものであり、本基本方針を参照しつつ、関係する法令等に従って、適切な運用に努めること

とする。なお本ガイドラインは、今後の運用、試行導入の結果を踏まえ、精査していくことが必

要であることを前提として、新しい契約方式の今後の活用状況や社会情勢の変化等に合わせて、

継続的に改善・修正（改訂）を図るものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－3.1  本ガイドライン策定までの概要 

「道路ストックの包括的発注に関するガイドライン R６.２月 
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≪橋梁維持管理方法≫ ≪道路附属物維持管理方法≫

［発注者］

［施工者］

（橋　梁）

［ｼﾙﾊﾞｰ］

≪舗装維持管理方法≫

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

［ｼﾙﾊﾞｰ］

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

道路ストック
（橋梁＋舗装＋道路附属物）

の包括的発注≫

［設計者］

図－４.1 道路ストック包括的発注（委託業務）の事業フレーム 

４．道路ストック包括的発注（委託業務）の事業フレーム 

 

      業務委託における道路ストック（橋梁＋舗装＋道路附属物）包括的発注事業の事業フレームを 

  下図に示す。なお下図の事業フレームに至るまでの包括的発注に関する検討内容（発注範囲、発注 

時期等）については後述の 8．を参照のこと。 

また、施工に関してはこれまでの発注実績を踏まえ、橋梁、舗装、道路附属物の各施設に対して別 

々の業者へ発注（単年度の分離発注）することを前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名 契約内容 

橋梁 

契約方法 プロポーザル方式（ECI） 

契約年数 複数年（２～5 年） 

発注内容 橋梁点検。長寿命化計画、橋梁補修設計、施工、情報管理 

舗装 

契約方法 プロポーザル方式 

契約年数 単年度 

発注内容 定期点検※、個別施設計画および施工（アドバイザー） 

道路 

附属物 

契約方法 プロポーザル方式 

契約年数 単年度 

発注内容 定期点検※、個別施設計画および施工（アドバイザー） 

※上表のうち、舗装、道路附属物の定期点検はドラレコ等を活用した点検（巡視）を示す。 

表－4.1 各施設の包括的発注に関する事業モデル 
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表－5.1 包括発注事業の業務内容 

５．橋梁の包括的発注 

 

（１）対象橋梁の選定 

    田原本町の橋梁長寿命化計画（＝維持管理シナリオ）に基づき、健全度レベルⅡ以上の橋梁を

対象とする。その際、対象エリアや路線ネットワーク、橋梁種別、損傷種別、概算工費等に着目

し策定した年度計画に基づき実施していくものとする。 

 

（２）履行期間 

    ① 設計業務における履行期間は、［点検］～［長寿命化修繕計画］～［補修設計］～［（補 

修工事）］～［情報管理］となる一連のメンテナンスサイクルを念頭に置き、初期の試行 

段階では２～3 箇年を履行期間とし、その後は 5 箇年の複数年契約を基本とする。 

② 補修工事は基本的に単年度契約とする。 

 

（３）業務内容 

    橋梁包括発注における業務内容は、下表に示す修繕作業（点検・診断・設計・施工）とし、日

常管理、維持作業については対象外とする。なお、業務としてはＥＣＩ方式による施工者との相

互技術協力を行いながら事業進捗を図るものとする。ＥＣＩ方式については巻末の参考資料を参

照のこと。 

 

 

業務項目 業務内容 

設計業務 

橋梁定期点検 
・対象橋梁 363 橋に対する定期点検を実施する。 

・点検結果より健全性を診断する。 

長寿命化修繕計画 

(修正) 

・定期点検での健全度判定結果を踏まえ、路線の重

要度、概算工事費、必要工期を併せた検討を行

い、補修工事優先順位、予算計画を策定する。 

・補修工事と併せ、以降の点検、設計計画を策定す

る。 

橋梁補修設計 

・長寿命化修繕計画をもとに補修設計を実施する。

・R6 年からの包括発注に際しては４箇年の対象橋

梁に対して年度毎の予算配分に沿って設計を実施

する。 

・施工者の技術協力を得ながら設計を実施する(ECI

方式) 

(橋梁補修工事) 

ECI 方式 

・施工者への技術協力を行いながら設計を実施する

(ECI 方式) 

全体マネジメント 

・設計成果、工事成果の情報を集約・蓄積する。 

・長寿命化修繕計画で策定した優先順位付けに対す

る個別情報の更新を行う。 

・年度毎の包括発注事業について計画案を作成・協

議する。 

補修工事 

(橋梁補修工事) 

ECI 方式 

・設計者への技術協力を行いながら工事を実施する

(ECI 方式) 

橋梁補修工事 

・単年度毎に決定する予算に合わせた工事内容に準

拠して補修工事を実施する。 

・設計者の技術協力を得ながら工事を実施する。 
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表－5.2 橋梁包括発注における三者の役割分担表 

（４）役割分担 

   橋梁包括的発注における三者（発注者、設計者、施工者）の役割分担を下表に示す。 
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図－6.2  日常点検におけるＩＣＴ技術の活用イメージ 

図－6.1  舗装・道路附属物における作業の流れ 

図－6.3  現地データ取得、損傷判定等の基本フロー 

６．舗装・道路附属物の包括的発注 

（１）調査・点検 

 １）調査・点検の流れ 

   舗装及び道路附属物の調査・点検については、下図のように地元要望、日常点検、定期点検（舗装：

５年ｻｲｸﾙ、道路附属物：10 年ｻｲｸﾙ）において現地データの取得を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① 日常点検（シルバー人材） 

    シルバー人材が実施している日常点検は、ＩＣＴ技術（SOCOCA 等）を活用し、合理的に現 

地情報の取得、発注者への報告・指示受け等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 定期点検（ICT 技術を活用した簡易調査・点検の実施） 

    定期点検に際しては、ドラレコ映像による診断技術（くるみえ、みちてんシリーズ等）を有効 

活用し、路線全体の状況把握、個別施設計画（長寿命化計画）に必要な現地データを取得する。 

その際、下図のフローに基づき、シルバー人材による映像取得、映像解析会社による損傷判定、 

アドバイザー（コンサル）による損傷判定確認等を確実に実施していくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理 

支援システム 
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図－6.4  舗装定期点検における簡易路面調査（くるみえ等） 

２）調査・点検の実施 

  ① 舗装の簡易路面調査（対象：全路線） 

    舗装の定期点検（5 年毎）に際しては、下図のドラレコ映像による簡易路面調査（くるみえ等） 

のような ICT 技術を有効活用し、効率的・効果的に現地データを取得する。なお、下表に調査測 

定時の条件・留意事項、および幹線道路と生活道路における損傷判定時の基準値を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－6.1 簡易路面調査（例：くるみえ）を用いた測定時の測定条件・留意事項 

項目 測定条件・留意事項 

撮影時間帯 太陽高度が高い時間帯（10：00～16：00）が望ましい 

推奨される天気 晴れ（路面上の明るさが確保されていること） 

測定回数 3 回以上 

測定ルート 
走行する度に走行ルートを変える 

（撮影時間帯にて偏りが生じないようにする） 

使用車両 ボンネットが短い車両 

参考 メーカー提供のひび割れ率精度（相関係数 0.81）が確保されている 

 

表－6.2  診断区分毎の 3 要素における基準値（案）（幹線道路） 

区分 ひび割れ率 わだち掘れ量 IRI 

Ⅰ 健全 20%未満程度 20mm 未満程度 3mm/ｍ未満程度

Ⅱ 表層機能保持段階 20%以上程度 20mm 以上程度 3mm/ｍ以上程度

Ⅲ 修繕段階 40%以上程度 40mm 以上程度 8mm/ｍ以上程度

出典：舗装点検要領（平成 29 年 3 月）   

 

表－6.3  診断区分毎の 3 要素における基準値（案）（生活道路） 

区分 ひび割れ率 わだち掘れ量 IRI 

Ⅰ 健全 40%未満程度 40mm 未満程度 8mm/ｍ未満程度

Ⅱ 表層機能保持段階 40%以上程度 40mm 以上程度 8mm/ｍ以上程度

Ⅲ 修繕段階 ６0%以上程度 60mm 以上程度 10mm/ｍ以上程度 

  ※「舗装点検要領（平成 28 年 10 月）」、舗装調査・試験法便覧（日本道路協会, H31）を参考に作成 
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表－6.4  簡易点検（みちてんクルーズ等）における留意事項 

図－6.5  道路附属物定期点検における簡易点検（みちてんクルーズ等） 

表－6.5  定期点検時の損傷判定基準（案） 

 ② 道路附属物の簡易路面調査（対象：全路線） 

道路附属物の定期点検（10 年毎）に際しても、下図のドラレコ映像による簡易点検（みちて 

んクルーズ等）のような ICT 技術を有効活用し、効率的・効果的に現地データを取得する。なお、 

下表に点検時の留意点、および損傷判定時の基準案、点検項目を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 測定条件・留意事項 

撮影時間帯 日中（9：00～16：00 頃） 

走行速度 法定速度以下 

推奨される天気 晴れまたは曇り 

測定回数 2 回程度（午前と午後で１回ずつ、ただし幹線道路は４回程度※とする） 

 ※ 逆光を避けるため     
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表－6.6  国交省小構造物点検要領を踏まえた田原本町道路附属物の点検項目

図－6.6  維持管理支援システム（舗装版）の概要図 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 維持管理支援システム（舗装版）（道路附属物版） 

a) データ取り込み  

   点検・診断技術である「くるみえ」の点検結果データを取り込み、データベースを作成した。デー 

タベースにおいては、路線名、路線番号、距離標等による並び替えが可能。 

b) 優先順位の表示  

取り込んだデータについて、損傷状況に応じて自動で優先順位の判定を行う。 

（今後、その他の要素として、交通量等の重要度を設定し、並び替える機能を実装予定） 

c) 地図とのリンク  

   位置情報を保有しており、地図上での調査結果の表示を行う。また、地図上から修繕工事の範囲を 

任意に設定する。(今後、SOCOCA データ等（日常点検の記録）を取り込む機能を実装予定) 

d) 工事の計画作成  

設定した工事範囲毎に工事番号・工種・費用（工種により自動算出）を設定し、年度毎の予算に 

応じ平準化等の調整を行う。また、グラフにより、年度毎の工事費用の集計結果を可視化可能。 
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表－6.7  アドバイザー（支援）業務の内容及び実施場面 

（２）履行期間 

   本事業における舗装・道路附属物の包括的発注については、舗装、道路附属物の個別施設計画（長 

寿命化計画）策定時が主となるため、単年度での履行期間が基本となる。ただし、橋梁補修事業と 

の包括発注として発注されることから履行期間としては上記橋梁補修事業での複数年が履行期間と 

なる。 

     定期点検及び個別施設計画策定 ⇒ 舗装：5 年毎、道路附属物：10 年毎 

 

（３）業務内容（アドバイザー）                           

   舗装・道路附属物の包括的発注における設計者（コンサル）については、下表に示すようにアド 

バイザーとしての役割となるため、この内容に基づいて対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）維持管理方法（ワークフロー）  

   舗装、道路附属物ともにこれまでは管理路線全体の状況把握が行えないまま、地元要望、シルバ 

ー人材による日常点検、幹線道路のみを対象とした路面性状調査等、限定された情報を基に修繕作 

業を実施してきた。そのため、その他の把握できていない施設については、第三者被害に繋がるリ 

スクを抱えたままの状況であった。本ガイドライン（案）では上記の状況を踏まえ、ＩＣＴ技術を活

用し全路線を対象とする調査・点検を実施することで全体把握を行うことが可能となる方法について

記載している。 

次頁に道路施設の全体把握を行い、調査・点検～個別施設計画～工事発注の維持管理サイクルを効

率的、効果的に実践するためのワークフローを示す。 

 

実施内容 ⽀援内容

簡易点検
（健全度評価）

・ドライブレコーダー等の映像取得時術を⽤いた点検によ
り、全ヶ所の現状を把握

・シルバー⼈材と契約
・調査計画
・⽇程調整
・点検結果の判定

⽇常点検
・シルバー⼈材が町内を巡回し、点検・応急措置を実施
・取得した情報（写真等）をICTツールを活⽤しデータ格
納・蓄積

地元要望
・地区会⻑より要望書を受け職員が計画へ反映
・シルバー⼈材が情報（写真等）をICTツールを活⽤し
データ格納・蓄積

② ⻑寿命化修繕計画 ・データベースを活⽤して直営にて策定 ・計画の妥当性に関する
 チェック、アドバイス

③ ⼯事発注・監督 ・ウェアラブルカメラ等を活⽤（シルバー⼈材が現地対応）
することで、遠隔臨場にて作業指⽰・監督ができる

・簡易な発注図⾯・数量
 作成
・技術的判断のアドバイス

④ 施⼯記録格納
管理台帳の更新

・施⼯者がデジタル形式で格納(データベースシステム等）
・管理台帳の更新は⽀援システム内で⾃動更新

・管理台帳への記録に関
 する過不⾜確認

項⽬

①
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７．道路ストック包括的発注におけるワークフロー及び DX 技術の活用 

 （１）道路ストック包括的発注におけるワークフロー 

   道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の維持管理におけるワークフローを下図に示す。図中、赤枠■については、発注者間や三者間（発注者、設計

者、施工者）で緊密な連携が必要となる場面を示しており、その際の具体的な内容及び詳細なワークフローを次頁以降にまとめて示す。また、図中の▲印に

ついては発注者間や三者間の連携場面等に活用すべきＤＸ技術（ICT 技術等）を示しており、今後は本ワークフローに基づき実践していくものとする。 
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①橋梁、舗装の
年度予算確認

発注者
(建設係)

維持管理支援ツール

①道路附属物の
年度予算確認

発注者
(管理係)

②橋梁、舗装の
長寿命化計画策定

②道路附属物の
個別施設計画策定

発注者間(建設係、管理係)の連携（協働）

維持管理支援ツール

・地図上でのマッピング
・地元要望箇所の確認
・重複個所の確認
・通学路､交通危険個所での
モニタリング

対象施設の最適な選定

・契約年数の設定
・年度毎の事業割り振り
・予算計画との整合確認

契約年数、年度計画策定

・課内の体制構築
・年度毎の予算申請、設計・工

事等の発注工程の確認
・関係機関協議先の抽出
・町内イベントの日程等確認

事業の全体工程表作成

②対象施設選定 ③契約年数設定 ④事業計画策定（全体）

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国補助金

町予算

予算要求

事業計画

概算要望 本要望

新規事業ヒアリング 予算要求

改要望

議決

予算想定

契約年数等設定
対象施設選定

事業計画策定

１－１ ５箇年事業計画における担当係間の連携（協議） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（1）ワークフロー改善における連携時の役割分担、連携手順等 

   

以下に事業計画段階における役割分担を示す。 

予算計画 対象施設選定 契約年数設定 事業計画策定 

建設係 年度予算を策定 

・建設係が主導しながら協

働で選定 

・工事の重複個所、通学路、

交通事故危険個所等の施

設における健全度確認 

予算､点検､設

計､工事を踏ま

えて契約年数

を設定する 

・建設係が主導しな

がら合同で策定 

・年度毎の工事個所

を計画する。 管理係 年度予算を策定 

 

（2）想定される具体的な連携の例示 

 

１）例示の概要 

   ・10 年毎に計画発注する道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の包括的民間委託における事

業計画策定時（事業：5 箇年包括的発注）での連携 

 

２）連携の具体的な内容（事業計画策定時期の 1～4 月に実施） 

  【基本】包括的民間委託は建設係が主体となって管理係と連携しながら事業計画を策定する。 

   ①係毎に橋梁、舗装、道路附属物の各施設における町内での年度予算を確認する 

   ②維持管理支援ツールを用いて各施設における長寿命化計画（個別施設計画）を確認し、年度予算

に応じた対象施設の選定を行う。 

   ③維持管理支援ツールによる橋梁、舗装、道路附属物のマッピング結果を参照しながら課内の合同

会議にて工事の重複する箇所が無いか確認する。 

   ④また、通学路や交通事故危険個所等における各施設の健全度を把握（モニタリング）し、優先す

べき箇所の施設をピックアップする。 

   ⑤上記①～④の内容を踏まえ、２係で連携（協議）して事業計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業計画策定に関するスケジュール案】
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

国補助金

町予算

予算要求

事業計画

概算要望 本要望

新規事業ヒアリング 予算要求

改要望

議決

予算想定

契約年数等設定
対象施設選定

事業計画策定

2－１ ５箇年事業計画における担当係間の連携（協議） 

 

 

 

 

 

 

 
 

（1）ワークフローの改善における役割分担 

 

以下に予算取りにおける役割分担を示す。 

担当 設計 
工事 
(ECI)

予算要望 査定 改要望 予算確定 

国 
(補助金) 

— — — 
予算要望に
対する査定

改要望に対
する査定 

予算承認 
（補助金交付） 

町 
(議会) 

— — — 
予算要望に
対する査定

— 
予算承認 
（議決） 

発注者 
(建設係) 

業務
監督 

工事
監督

実績を踏まえて 
次年度計画 

(複数シナリオ検討) 
— 

予算に合わ
せ数量等を

再設定 
⇒積算・発注 

 

（2）想定される具体的な対応の例示 

 

1）例示の概要 

   予算要望と査定による予算額の減少に対する年度計画の再設定を想定し具体例を示す。  
 

2）対応の具体的な内容（予算要求時に実施） 

①当該年度の予算執行の実績を踏まえ、次年度分を計画。予算の変動を見越して複数シナリオを

事前検討。例）A 案：標準的予算（3,000 万円） A-案：減額想定（2,000 万円） 

 A＋案：増額想定（4,000 万円） 

②A 案の年度計画（対象橋梁、数量、工種）で国・町（議会）に予算要望。 

③査定後金額に合わせて、年度計画を再設定。 

 例）査定後金額：1,500 万円の場合、A-案を基に、小規模橋梁に入れ替え、施工数量・範囲

を減らす、工種を変更（健全度Ⅲのみ対応、予防保全対策を見送る等）。A-案として、改要望。 

④予算承認後、確定した予算額に合わせて、次年度分の積算・発注を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点】予算がつかない場合だけでなく、当初想定していた工事費が大幅に変更になった場合

（例：奈かおばし）にも維持管理支援ツールにより次年度計画の再設定（年度を跨いだ

対象橋梁の入れ替え等）が容易になり、予算要望・承認まで円滑に進めることが可能。 

□維持管理支援ツールを活用 

具体的な連携例のフロー 

【事業計画策定に関するスケジュール案】 
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２－２ 舗装・附属物における地元要望・日常点検への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 点検 個別施設計画 工事 維持対応 
緊急対応 次年度計画 

設計者 定期点検結果の報告 
（舗装・附属物） 

個別施設計画策
定の支援 技術的助言  計画策定支援 

発注者 
(調査 

管理係) 
— 

定期点検、日常
点検、地元要望
を反映した個別
施設計画を策定 

工事監督 
地元要望の受
付、シルバー、
施工者への指示 

・次年度計画 
・予算要望 
・積算、発注 

日常点検、維持対応、緊急対応の結果を随時個別施設計画に反映 

施工者 
(舗装) — — 計画に基づ

く修繕工事
応急処置実施・

報告 — 

施工者 
(附属物) — — 計画に基づ

く更新工事
優先順位を入れ

替えて対応 — 

シルバー人材 日常点検での異常を報告、地元要望の現地確認・報告 

 

（2）想定される具体的な対応の例示 

 

1）例示の概要 

    地元からの舗装異常箇所の報告、修繕要望を想定し具体例を示す。  
 

2）対応の具体的な内容（次年度の計画更新時に実施） 

①地元から舗装異常箇所の通報を受け、シルバー人材に現地確認を指示。 

②シルバー人材が現地状況を確認し、地図情報管理ツールにより、リアルタイムに状況を報告・

データ（位置情報・写真等）を転送。 

③データを基に、課内で異常箇所の対応について協議（必要に応じ設計者が支援）。修繕・応急

処置を施工者（舗装）または、シルバー人材に指示。 

    ④修繕・応急処置後、地図情報管理ツールにより対策範囲・処置方法・写真等のデータを蓄積。 

    ⑤異常箇所・損傷内容・処置方法等を維持管理支援ツールに反映し、個別施設計画を更新。計画

更新は、優先順位（安全性、交通量、通学路、地元要望等）を細かく決め効率的な修繕予算執

行が行えるよう検討する。 

    ⑥異常発見・処置の度に、データを蓄積、個別施設計画を更新することで、次年度計画を短時間

で策定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
具体的な連携例のフロー 
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３－１ 発注者の関係者増加による作業重複による工程調整や情報共有等の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担、連携手順等 
 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 
点検 

(橋梁) 
点検 

(舗装) 
点検 

(附属物) 
設計 工事(ECI) 

設計者 
工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

— 

発注者 
(建設係) 

工程表を確認
し調整・周知 

工程表を確認
し調整・周知 

— 
工程表を確認
し調整・周知 

工程表を確認
し調整・周知 

発注者 
(調査管理係)

— — 
工程表を確認
し調整 

工程表を確認
し調整 

工程表を確認
し調整 

施工者 
(橋梁) 

— — — — 
工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

施工者 
(舗装) 

—  — — 
工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

施工者 
(附属物) 

— — — — 
工程表を共有ｻ
ｰﾊﾞｰに保存 

 

（2）想定される具体的な連携の例示 
 

  1）例示の概要 

    建設係が発注する橋梁補修工事において、三者協議会である現場臨場や出来形確認の工程調

整等を想定し具体例を示す。 

 

  2）連携の具体的な内容（各業務の遂行時に適宜実施） 

   ①施工開始前に施工者は関係者に全体工程表を作成し大まかな工事工程を共有(メール等）する。 

   ②施工開始後は、作業予定を共有するための週間工程表を作成し工程や進捗を共有(メール等)す

る。設計者は全体工程表や週間工程表を確認し、現場臨場したい日程を提示(メール等)する。 

    ③現場臨場、出来形確認の日程を工程表に記載し工程を共有（メール等）する。 

    ④発注者は現場臨場、出来形確認の日程を調整し、決定日を周知（メール等）する。 

    ⑤三者で現場臨場を実施(対面 or 遠隔臨場)する。 

 

 

 

 

 

 
 

【留意点】①施工者が確実に工程表を提出しているかのモニタリングが必要（設計者が実施）。 

       提出がない場合は、発注者から施工者に提出の指示を行う。 

          ②施工者が工程表を共有サーバーに保存するように、特記仕様書に記載する必要があ

る。 

具体的な連携例のフロー 
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３－２ 長寿命化（個別施設）計画の年度毎の計画更新の手順が不明確 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担、連携手順等 

 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 
点検 

(橋梁・舗装・附属物) 
事前準備 

長寿命化(個別施設) 
計画 

計画見直し 

設計者 
点検を実施し点検
結果を報告する(点
検調書提出） 

計画策定のた
めの優先順位
の付け方の整
理(重みづけ)
を検討する。 
（維持管理支
援ツールの優
先順位付けの
準備） 

維持管理支援ツールの
使い方や作成した計画
の妥当性確認の支援 

— 

発注者 
(建設係) 

(橋梁・舗装)
— 

点検結果、地元要望を踏
まえ維持管理支援ツー
ルを用い計画作成 

点検結果、地元要望を踏
まえ維持管理支援ツール
を用い計画を見直す 

発注者 
(調査管理係)

(附属物) 
— 

点検結果、地元要望を踏
まえ維持管理支援ツー
ルを用い計画作成 

点検結果、地元要望を踏
まえ維持管理支援ツール
を用い計画を見直す 

 

（2）想定される具体的な連携の例示 

 

  1）例示の概要 

橋梁の長寿命化修繕計画を、年度毎の橋梁点検の結果（点検調書）と地元要望等を踏まえ計画

を更新する場合を想定する。 
 

  2）連携の具体的な内容（次年度の計画更新時に実施） 

     ①設計者は毎年度実施する橋梁点検の結果である点検調書を取りまとめて発注者に提出する。 

     ②地元要望、通学路、交通危険箇所などで優先順位を付けるための重みづけについて検討し、

維持管理支援ツールに検討した重みづけを設定する。 

     ③当初（前年度）に維持管理支援ツールで作成した長寿命化修繕計画に今年度の点検調書デー

タを読み込み、計画を更新する。 

     ④設計者は発注者で実施する計画策定時にシステムの使い方や作成した計画の妥当性等の確

認を支援する。(設計者・発注者の連携) 

     ⑤係内（課内）で、地元要望、優先路線、通学路などの優先順位が考慮された計画となってい

るか検討する。 

     ⑥課内で協議した結果を踏まえ、長寿命化修繕計画を最終版へ更新する。 

 

 

 

 

 

 

【留意点①】地元要望、優先路線、通学路などの優先順位の重みづけの方法について検討し、維持

管理支援ツールに読み込み個人的な主観ではなく機械的に修繕箇所を決定する必要

がある。 
【留意点②】施工時の住民への影響を踏まえた施工の合理化を図る必要がある。 
【留意点③】通学路、交通危険箇所でのモニタリングによる計画の調整を図る必要がある。 

具体的な連携例のフロー 

－ 16 －



３－３ 複数施設包括による長寿命化(個別施設)計画を重ね合わせた修繕箇所の合理化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担、連携手順等 
 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 
点検 

(３施設) 
長寿命化(個別施設)

計画見直し 
設計施工の 
合理化検討 

長寿命化(個別施
設)計画更新 

設計者 
点検結果デー
タの提出 

維持管理支援ツールの
使い方や作成した計画
の妥当性確認の支援 

— — 

発注者 
(建設係) 

(橋梁・舗装)
— 点検結果、地元要望を

踏まえ維持管理支援ツ
ールを用い計画見直し
を実施 
 

個別に見直した計画を
基に、橋梁・舗装・附属
物の情報を重ね合わ
せ、課内で、設計・施工
の合理化を図れる計画
を検討する。 

課内協議の結果を踏
まえた最終計画に更
新する。 

発注者 
(調査管理係)

(附属物) 
— 

課内協議の結果を踏
まえた最終計画に更
新する。 

（2）想定される具体的な連携の例示 

 

  1）例示の概要 

施設毎に更新した長寿命化（個別施設）計画を合わせ、最適な計画を検討する場合を想定する。 

 

  2）連携の具体的な内容（次年度の計画更新時に実施） 

①計画の更新時(毎年の計画更新時)に発注者(建設係・調査管理係)は、維持管理支援ツールを用

いて、施設毎の長寿命化（個別施設）計画を更新する。 

②設計者は発注者で実施する計画更新時に支援ツールの使い方や作成した計画の妥当性などを

確認し計画更新を支援する(設計者・発注者の連携)。 

③発注者(建設係・調査管理係)は課内会議にて以下の検討を実施する(発注者間の連携)。 

・施設毎に作成した長寿命化（個別施設）計画を下図のように重ね合わせ、町内全体の設計・

施工の最適化は図る検討を実施する 

・地元要望、優先路線、通学路などの優先順位の重みづけを考慮し計画を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージとなりますので実際の画面とは異なります。 

長寿命化（個別施設）計画を下図のように重ね合わせイメージ 

橋梁(Ⅲ)、舗装(Ⅳ)、附属物

(Ⅲ) 

同時工事で合理的になるか？
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     ④課内で協議した結果を踏まえ、長寿命化（個別施設）計画を最終版へ更新する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意点①】3 施設の修繕箇所を重ね合わせ、最適となる修繕箇所を検討する必要がある。 

【留意点②】施工時の住民への影響を踏まえた施工の合理化を図る必要がある。 

【留意点③】通学路、交通危険箇所でのモニタリングによる計画の調整を図る必要がある。 

 

３－４ 提出書類等の内容が各社で統一されていないことにより施工履歴の把握が困難 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担、連携手順等 

 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 発注(設計・工事) 事業推進 書類保管 成果品保管 

設計者 — 
書類提出・成果デー

タ提出(電子) 
— — 

発注者 
(建設係) 

仕様書に成果物、書
類について明記 

書類確認、成果デー
タ、決済 

データ格納システ
ムに保管 

データ格納システ
ムに保管 

発注者 
(調査管理係) 

仕様書に成果物、書
類について明記 

書類確認、成果デー
タ、決済 

データ格納システ
ムに保管 

データ格納システ
ムに保管 

施工者 
(橋梁) 

— 
書類提出・成果デー

タ提出(電子) 
— — 

施工者 
(舗装) 

— 
書類提出・成果デー

タ提出(電子) 
— — 

施工者 
(附属物) 

— 
書類提出・成果デー

タ提出(電子) 
— — 

 

（2）想定される具体的な連携の例示 

 

  1）例示の概要 

毎年度発注する橋梁補修工事での工事書類提出、成果品データの提出を想定する。 

     

  2）連携の具体的な内容（工事発注前、工事実施・完了時に実施） 

①各係で工事発注時の特記仕様書に提出書類、成果品の内容、提出方法(PDF)について明記する。 

②事業推進時の、提出書類（打合せ記録簿、材料承諾等）は、施工者が当面は紙ベースで作成し

双方で確認し押印したものを電子化（PDF）に変換し、業務遂行中は共有サーバーに保存し情

報共有を行う。 

業務完了時には成果品としてデータ格納システムへ保存する。(施工者・発注者の連携) 

  ※町内の電子決済化が整備された際には、電子決済へと移行する。 

具体的な連携例のフロー 
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   ③成果品は電子成果とする。受注者は完了検査時に、電子データをデータ格納システムへ保存す

る。(施工者・発注者の連携) 
 
     【留意点①】成果データは、データ格納システムへ保存するため橋梁毎に取りまとめる。 

     【留意点②】データの書式やファイル形式は共通様式とし整える必要がある。 

     【留意点③】特記仕様書に記載する提出物、提出内容、様式について検討する必要がある。 

           様式等は研修会資料等を参考にする旨を記載する（内容は随時更新・追加）。 

 
 

３－５ 舗装・附属物の施工に専門技術者(有資格者)が関与しないための施工品質の懸念 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）ワークフローの改善における連携時の役割分担、連携手順等 

 

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当者 発注準備 工事発注 現場確認 対策工事 出来形確認 

設計者 
発注前に、発注内
容の妥当性を確認
する 

— 
ウェアラブルカメ
ラ等で参加し、ア
ドバイス等を実施 

— — 

発注者 
(建設係) 
(舗装) 

作成した個別施設
計画と設計結果を
基に工事発注の準

備を行う 

工事を発
注する 

施工箇所範囲の現
場確認を実施 

— 
施工後に出
来形を確認 

発注者 
(調査管理係)

(附属物) 

作成した個別施設
計画を基に工事発
注の準備を行う 

工事を発
注する 

施工箇所範囲の現
場確認を実施 

— 
書類にて納
入を確認 

施工者 
(舗装) 

— 工事受注 
施工箇所範囲の現

場確認を実施 
工事実施 

施工後に出
来形を確認 

施工者 
(附属物) 

— 工事受注 
施工箇所範囲の現

場確認を実施 
工事実施 実施無し 

 

（2）想定される具体的な連携の例示 

 

  1）例示の概要 

例 1） 道路附属物の工事にあたり、新規で設置する箇所の選定が難しく、設置箇所検討が困難な場合。 

例 2） 路面調査結果等を踏まえ舗装工事を発注し工事を実施する場合。 

 

  2）連携の具体的な内容（例１:工事発注後の合同現地確認時に実施、例２:工事発注段階に実施） 
 

 例 1：道路附属物の場合  

①地元要望で既設のカーブミラーの設置位置が悪く見通し悪いため、再設置の工事を発注。 

②発注者(調査管理係)、施工者で合同現地確認を行い、設置場所を検討。その際に、設計者（有
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資格者）はウェアラブルカメラ等で参加しアドバイスを行う。(設計者・発注者の連携) 

③設置箇所の検討が必要とあると判断したため、設計者(有資格者)が設置方法を検討（簡易図面

作成） 

④設計者が作成した図面を発注者(調査管理係)で確認・承諾。発注者(調査管理係)から施工者に

提示し施工を行う。 

    ⑤施工完了後、施工者は発注者(調査管理係)に納入の書類を提出（PDF）、データ格納システム

へ保存する。 

 

  例 2：舗装の場合  

①発注者(建設係)で路面調査結果を基に表層・基層の舗装打ち換えで発注内容を決定。 

②発注内容を設計者（有資格者）で確認し、交通量や損傷度合から路盤からの修繕の可否等を検

討し今回は路盤改修を行った後舗装打ち換えが必要と判断し発注者(建設係)に報告。(設計者・

発注者の連携) 

③発注者(建設係)から発注内容を変更し工事を発注し、受注者（施工者）を決定する。 

④舗装工事を実施。完了後に施工者、発注者(建設係)で出来形確認を実施する。 

      ⑤施工完了後、施工者は発注者(建設係)に工事書類、成果品データを提出（PDF）、データ

格納システムへ保存する。 
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具体的な連携例のフロー 

４－１ 現状の情報管理における職員の時間損失への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ワークフロー改善における連携時の役割分担、連携手順等  
  

以下に連携時の役割分担、連携手順を示す。 

担当 点 検 発注 設計 工事 
発注者 

（建設係､管理係） 
— 

設計発注 
工事発注 

格納確認 
課内周知 

格納確認
課内周知 

設計者 データ格納 — データ格納 — 

施工者(橋梁) — — — データ格納 

施工者(舗装) — — — データ格納 

施工者(附属物) — — — データ格納 
 
（２）想定される具体的な連携の例示 
 

１）例示の概要 

   ECI 方式を活用した設計委託、請負工事として竣工時の完了検査までに各成果品を施設毎のデータ

格納システムへ格納する場合を想定する 
 

２）連携の具体的な内容（各業務の完了時に実施） 

①各施設の点検実施後、発注者が設計者へデー 
タ格納システムへのアクセス権を付与する。 

②設計者が点検調書等のデータをデータ格納シ
ステムへ格納する。 
・格納時は各施設単体(橋梁:1 橋毎、舗装:１区
間毎、道路附属物:１支柱毎)で格納。 
・各施設のフォルダ構成は統一する。 

③橋梁補修設計完了後は設計者が各橋梁毎に 
設計成果を格納する。 

④3 施設の工事完了後は各施工者が工事完了成 
果をデータ格納システムに格納。 

    ⑤保存したデータは発注者でマクロ等を用いた 
システムでデータ数をチェックする。チェッ 
ク後、さらに抜き取りチェックで内容を確認する。 

⑥発注者が各施設におけるデータ格納を確認し当面はメール等で課内(関係係)周知する。 

※②～⑥(設計者・施工者・発注者の連携) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ格納システムの例 

フォルダ構成例
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維持管理⽀援ツール（道路附属物版）は、開発中

維持管理⽀援ツール（橋梁版）

データ格納システム
【地理院地図を活用したデータ格納システムの概要】

①各種データを格納するフォルダを設定（今回、H30以降の点検結果を格納）。調書Excelデータから一覧表を一括作成し、施設毎の格納フォルダにリンクを自動作成できる。

②地理院地図と点検結果、各種データをリンクさせ、健全度や、位置関係、周辺状況、周辺地形を容易に把握可能。対策優先度等の検討に必要な情報をわかりやすく整理

できる。

③地理院地図モバイル版では、現地で施設の詳細位置、健全度等をすぐに確認できる。

④上記①のリンクフォルダで、設計・工事のデータを適宜、保存・閲覧可能。

本システムは、原則、道路管理者が管理することを想定しているが、点検・設計・工事・維持作業でも活用で

きるため、更新作業は、各受注業者においても実施できる運用とすることで、継続的に活用される。

【橋梁長寿命化計画策定支援システムの概要】

町内の全橋梁を対象に橋梁点検結果をインプットし、損傷実績や補修工事実績に基づく予算計画等、実績にもとづいた橋梁の長寿命化計画を効率的に策定できるシステム。

本システムは、原則、道路管理者が

運用することを想定している。

【舗装/個別施設計画策定支援システムの概要】

点検結果を舗装データベースに蓄積し、修繕の優先順位の検討、これらを踏まえた予算シ

ミュレーションを実施することで、舗装の個別施設計画の策定を支援するシステム。

維持管理⽀援ツール（舗装版）

【地図情報管理ツールの概要】

スマホ・タブレットアプリからマッピングした情報をクラウドで一元管理。地図上での可視化やリアル

タイム共有を実現するサービス。

特徴として、

①データの一元管理・把握が可能

②入力項目の設定が可能

③シンプルかつ直感的な操作を実現

④帳票作成、⑤占有地図が利用可能、⑥位置とファイルの関連付け。

地図情報管理ツール

ウェアラブルカメラ

１ ３

４

５

２

６

本システムは、災害対応等にも活用可能。 石川県能登町での活用イメージ

【ウェアラブルカメラの利用概要】

「ウェアラブルカメラ」を用いた作業効率化の方法として、施

工時に地元施工者からの問い合わせに対して、迅速に情報共有・回

答が行え、工期短縮を図ることが可能（田原本町で立証済み）。

今後は、施工者、設計者でクラウドサーバーを活用した情報共

有を行うことで、工事の進捗確認や工法、材料の情報共有ができ、

更なる迅速な対応が可能となる。

田原本町の橋梁補修工事（ECI）での活用状況
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（２）ＤＸ技術の活用



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP DX技術の概要 利用者の連携 効果の想定

維持管理支援ツール（橋梁）
町内の全橋梁を対象に橋梁点検結果をインプットし、損傷実績や補修工事実績に基
づく予算計画等、実績にもとづいた橋梁の長寿命化計画を効率的に策定できるシス
テムです。

発注者（建設係ー調査管理係）
発注者ー設計者

維持管理支援ツール（舗装）
点検結果を舗装データベースに蓄積し、修繕の優先順位の検討、これらを踏まえた
予算趣味レーションを実施することで、舗装の維持管理計画の策定を支援できるシス
テムです。

発注者（建設係ー調査管理係）
発注者ー設計者

維持管理支援ツール（附属物）
点検結果を道路附属物データベースに蓄積し、修繕の優先順位の検討、これらを踏
まえた予算趣味レーションを実施することで、道路附属物の維持管理計画の策定を
支援できるシステムです。

発注者（建設係ー調査管理係）
発注者ー設計者

データ格納システム 上記で説明
発注者ー設計者（点検・設計成果）
発注者ー施工者（工事成果）
設計者ー施工者（施工時）

①書類の提出が進み、DXを推進するためのデータ蓄積が可能となる。
②工事履歴が確実に蓄積され施工品質の確認、工事履歴の蓄積が可能。
③様式が統一されることで発注者の作業と連動し負担軽減を図れる。

維持管理支援ツール
（橋梁・舗装・道路附属物）

上記で説明 発注者ー設計者（点検・設計時）

①毎年の点検結果や地元要望を踏まえた長寿命化（個別施設）計画の見直し
が可能となる。
②複数施設をまとめて修繕することが可能となり、発注の合理化（コスト縮減、工
期短縮）、規制回数減による地元への影響低減が可能。

ウェアラブルカメラ

「ウェアラブルカメラ」を用いた作業効率化の方法として、施工時に地元施工者からの
問い合わせに対して、迅速に情報共有、回答が行え、工期短縮を図ることが可能（田
原本町で立証済み）。今後は、施工者、設計者でクラウドサーバーを活用した情報共
有を行うことで、工事の進捗確認や工法、材料の情報共有ができ、更なる迅速な対
応が可能となる。

発注者ー設計者（点検・調査時）
発注者ー施工者（施工時）
設計者ー施工者（施工時）

適切な工法、場所、範囲、位置に施工されることで他の構造物への影響（橋梁
の床版上に支柱設置箇所等）を軽減でき、施工品質の向上につながる。

データ格納システム 上記で説明

維持管理支援ツール 上記で説明

ステップ４
　　情報管理

ステップ１
　　事業計画策定

・事業計画策定に必要な維持管理データを短時間で抽出でき、職員の時間損失
を軽減・効率性の向上が図れる。
・設計者、施工者の作業の進捗状況が確認でき、手戻り防止につながる。
・施設ごとにデータが格納されるため、作業進捗や設計者、施工者の評価に役
にたつ。
・施設ごとに格納されたデータにアクセスが可能となり、事業計画立案の迅速化
が図れる。

最新の現地状況を反映した優先対策箇所が即座に抽出でき、予算組み替え・
工事発注までの時間が軽減される。

維持管理上必要なデータを短時間で抽出でき、職員の時間損失を軽減・効率性
向上、設計者・施工者との情報共有の速度向上。

発注者ー設計者ー施工者

データ格納システム 発注者（建設係ー調査管理係）

（発注者）
・本要望から改要望までの再設定時間を短縮できるため、余裕を持ったスケ
ジュールで発注準備ができ、職員の負担も軽減される。
・道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の長寿命化計画を迅速に策定できる。
・デジタルデータを用いることで、作業の迅速化につながる。
（設計者）
・道路ストック（橋梁、舗装、道路附属物）の対策方法の確認および管内の状況
を迅速に把握できる。
・デジタルデータのため、情報の貸与が早くなる。

地図情報管理ツール シルバー人材ー発注者

ステップ２
　予算取り・町内合意

ステップ３
　　事業推進

必要なDX技術

①各種データを格納するフォルダを設定（今回、H30以降の点検結果を格納）。調書
Excelデータから一覧表を一括作成し、施設毎の格納フォルダにリンクを自動作成で
きる。
②地理院地図と点検結果、各種データをリンクさせ、健全度や、位置関係、周辺状
況、周辺地形を容易に把握可能。対策優先度等の検討に必要な情報をわかりやすく
整理できる。
③地理院地図モバイル版では、現地で施設の詳細位置、健全度等をすぐに確認でき
る。
④上記①のリンクフォルダで、設計・工事のデータを適宜、保存・閲覧可能。

「SOCOCA」を用いた点検は、スマホ・タブレットアプリかたマッピングした情報をクラウ
ドで一元管理します。地図上での可視化やリアルタイム共有を実現するサービスで
す。特徴として、①データの一元管理・把握が可能、②入力項目の設定が可能、③シ
ンプルかつ直感的な操作を実現、④帳票作成、⑤占有地図が利用可能、⑥位置と
ファイルの関連付け。

１

３

５

６

４

２

ＤＸ技術の活用効果等のまとめ 
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【その他のデータ】
・交通量データや⼈流データ
・事故情報
・バリアフリー化状況
・地域情報
・都市計画
・・・

【様々なDXを導⼊することのメリット】
・事業計画策定から予算要求、住⺠説明におい
て、スムーズに対応が可能となる。
・情報を共有することで、だれでも、いつでも
必要な情報を⼊⼿できる。
・情報を蓄積、分析することで、効果的な計画
策定に資する。
・職員の作業効率化が図られ、⾏政サービスの

①事業計画作成
②予算取り・町内合意形成

③事業推進（点検・調査・設計）

④事業後の情報管理

維持管理⽀援ツール（橋梁）

維持管理⽀援ツール（舗装）

維持管理⽀援ツール（道路附属物）
【開発中】

ICT活⽤舗装点検（ドラレコ）
＋AI技術を⽤いた路⾯性状判定

ICT活⽤附属物点検（ドラレコ）

ICT活⽤舗装点検
（地図情報管理ツール）

ICT活⽤附属物点検
（地図情報管理ツール）

庁内データベース（GIS）

【橋梁】
データ格納システム

＜委託・⼯事発注時の
個別情報＞

【舗装】
データ格納システム

＜委託・⼯事発注時の
個別情報＞

【道路附属物】
データ格納システム

＜委託・⼯事発注時の
個別情報＞

橋梁定期点検・補修設計

③事業推進（⼯事）

橋梁補修⼯事

舗装補修⼯事

附属物取り替え⼯事

・施⼯者名
・対象橋梁
・補修⼯法 等

・施⼯者名
・対象路線（位置）
・補修⽅法 等

・施⼯者名
・対象附属物
・交換内容 等

ICT活⽤（ウェアラブルカメラ）

②予算取り・町内合意形成

橋梁の維持管理

舗装の維持管理

道路附属物の維持管理

ICT活⽤橋梁点検（Checknote Plus)

・各フォルダー内のツリー構造
の検討が必要
・データ格納のルールの検討

①事業計画作成
②予算取り・町内合意形成

橋梁の⻑寿命化計画策定

舗装の個別施設計画策定

道路附属物の
個別施設計画策定

データ格納システム（要開発）

翌年の
事業計画策定へ

台帳（更新）

台帳（更新）

台帳（更新）
翌年の
事業計画策定へ

翌年の
事業計画策定へ
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［発注者］

［設計者］

［施工者］

（橋　梁）

［ｼﾙﾊﾞｰ］

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

［ｼﾙﾊﾞｰ］

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

［発注者］

［設計者］

［施工者］

（橋　梁）

［ｼﾙﾊﾞｰ］

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

［ｼﾙﾊﾞｰ］

［発注者］

［設計者］
（アドバイザー）

［施工者］

（舗　装）

ﾄﾞﾗﾚｺ映像等
を解析する会社

８．包括的発注事業（委託業務）の発注範囲及び発注時期 

 
（１）包括的発注（委託業務）の発注範囲 

橋梁、舗装、道路附属物の各施設における維持管理方法を踏まえ、それらの組み合わせによる委 

託業務の包括的発注範囲に関するケースを考えると次の２ケースとなる。 

 

ケース１：橋梁は単独で包括的に発注し、舗装＋道路付属物を別途包括して発注するケース（下図青枠） 

ケース２：橋梁＋舗装＋道路附属物（＝道路ストック）を包括して発注するケース（下図赤枠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〖比較検討結果〗 

   上述の２ケースについて総合的な観点から比較検討を行った結果、発注方式、コスト縮減、品質 

確保・向上、発注者負担の軽減、地元企業育成等において優位性が認められる「ケース２」を適切 

な包括的発注の発注範囲として採用する。（比較結果は次頁表—8.1 を参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ケース１【橋梁】、【舗装＋道路附属物】≫  ≪ケース２【橋梁＋舗装＋道路附属物】≫ 

図—8.1 各施設の包括的発注に関する事業モデルの比較検討ケース 
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　　ケース１：橋梁は単独で包括的に発注
　　　　　　　　舗装、道路付属物を包括して発注

　　　ケース２：橋梁、舗装、道路附属物（＝道路ストック）
　　　　　　　　　を包括して発注

【橋梁】、【舗装＋道路付属物】 【橋梁＋舗装＋道路付属物】

発注者

【橋梁】
　　・建設係単独で発注作業を実施
【舗装＋道路附属物】
　　・建設係と調査管理係が共同して発注作業を実施

　・建設係と調査管理係が協同して発注作業を実施

設計者

【橋梁】
　　・建設コンサル（橋梁補修設計者）
【舗装＋道路附属物】
　　・建設コンサル（アドバイザー）
　　・ＡＩ解析会社（再委託会社）

　・建設コンサル（橋梁補修設計者、アドバイザー）
　・ＡＩ解析会社（再委託会社）

施工者

【橋梁】
　　・土木施工業者　（橋梁補修工事）
【舗装＋道路附属物】
　　・土木施工業者　（舗装修繕工事）
　　・看板施工会社　（道路附属物取換え工事）

　・土木施工業者　（橋梁補修工事、舗装修繕工事）
　・看板施工会社　（道路附属物取換え工事）

【橋梁】、【舗装＋道路附属物】
　　・各業務はプロポーザル方式となり、２回のプロポーザル発注作業
　　　が生じる
　　・【舗装＋道路附属物】については発注規模が小さいことから入札
　　　不落となる懸念がある

　・プロポーザル方式となるが、１回の発注作業となる

【橋梁】　道路メンテナンス補助金
【舗装】　防災安全交付金
【道路附属物】　単費（公適債の適用の可能性有り）

【橋梁】　道路メンテナンス補助金
【舗装】　防災安全交付金
【道路附属物】　単費（公適債の適用の可能性有り）

　・【橋梁】と【舗装＋道路附属物】をそれぞれ別業務として発注する
　　ため、スケールメリットは無い。

　・業務計画、現地踏査、設計協議回数、成果納品の作業項目減
　　等に関するコスト縮減が見込める　（約１０２万円の縮減効果）。

【橋梁】
　　・契約は複数年契約となる
【舗装＋道路附属物】
　　・契約は単年度契約となる

　・契約は複数年契約となる

　・道路と鋼コンの有資格者を配置する必要あり
　・【舗装＋道路附属物】の長寿命化計画（個別施設計画）に関する
　　発注者へのアドバイスは当該年度の中で可能である
　・【舗装＋道路附属物】は単年度契約となるため、翌年の舗装修繕
　　工事や道路附属物取り換え時における施工者へのアドバイスは
　　困難となる。

　・道路と鋼コンの有資格者を配置する必要あり
　・【舗装＋道路附属物】の長寿命化計画（個別施設計画）に関する
　　発注者へのアドバイスは複数年契約の中で可能である
　・契約としては複数年となることから、長寿命化計画（個別施設計画）
　 策定後の舗装修繕工事や道路附属物取り換え工事において施工者
　 へアドバイスを行うことが可能である。
　・複数年契約の中で

　・プロポーザル発注を２件実施するため、発注準備、プロポ評価、契
　 約等の作業が２業務分必要となる。
　・同時に業務監督に関わる負担がケース２よりも大きくなる

・３工種の包括発注により業務監督などの面で最も発注者負担の軽減
　が図れる。

　・舗装、道路附属物の施工時におけるアドバイスは単年度契約の
　 中でしか実施できないため、右記の包括的発注と比べて地元企
　 業の育成に対する貢献度は相対的に低いものとなる

　・複数年契約の中で橋梁、舗装、道路附属物等、各工事において施工
　　者へのアドバイスを行う機会が多いため、地元企業の育成により貢
　　献できる。

・橋梁補修設計と舗装＋道路附属物が分離発注となるため、右記の
　包括的発注と比べて相対的なスケールメリットが認められない。

・橋梁補修設計と舗装、道路附属物の調査・点検、アドバイザー業務
　を包括的に発注することで、コスト面、品質確保・向上面、発注者負
　担の軽減、地元企業育成等に左記の分離案よりも有利な点が認め
　られる。

事業概要
（発注・設計・施工）

　　発注方式

　　地元企業育成

　　総合評価

　　財源確保

　　コスト縮減

　　工期短縮

　　品質確保・向上

　　発注者負担の軽減

○△

△ ○

○△

○△

○△

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表—8.1 包括的発注（委託業務）の発注範囲に関する比較結果 
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■橋梁及び舗装、道路附属物におけるロードマップ（案） 

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R１０年度 R１１年度 R１２年度 R１３年度 R１４年度 R１５年度 R１６年度

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

橋梁
定期点検

３２３橋 ４０橋 ２７８橋 ４８橋 ９橋 １９橋 ９橋

長寿命
化計画

３６３橋

補修設計

　 　

　 　 　

　 　 　 　

補修工事 ９橋 １２橋 １０橋 ８橋 １1橋 （工事） （工事） （工事） （工事） （工事） （工事） （工事） （工事） （工事） （工事）

ｲﾝﾌﾗﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
支援ｼｽﾃﾑ

試行・ｶｽﾀﾏｲｽﾞ
【舗装点検】

（長寿命化計画）
【舗装点検】

（長寿命化計画）
【舗装点検】

（長寿命化計画）

Excel版
個別施設計画
試行・ｶｽﾀﾏｲｽﾞ

【道路附属物点検】
（個別施設計画）

【道路附属物点検】
（個別施設計画）

≪事後保全型維持管理≫ ≪予防保全型維持管理へ転換≫

田
原
本
町
に
お
け
る
橋
梁
保
全
事
業

道路附属物
定期点検

舗　装
定期点検

補修工事完了橋梁を踏まえて年度毎の点検数を決定

［６年経過］

［１４年経過］

補修設計

複数年包括的発注＋ECI方式(第Ⅰ期)

複数年発注＋ECI方式(第Ⅱ期)

複数年発注＋ECI方式(第Ⅲ期）

補修設計

5ヵ年包括発注 5ヵ年包括発注

年度毎に長寿命化計画を更新

複数年発注＋ECI方式(第Ⅳ期)

舗装点検：５年毎

道路付属物点検：10年毎

繰返し

5ヵ年包括発注

繰返し

（２）包括的発注事業（委託業務）の発注時期 
 

下図に示すロードマップ（案）ように、橋梁の維持管理においてはＲ６年度までに現状の事後保全

型維持管理を終え、Ｒ７年度より予防保全型維持管理へと移行する計画である。一方、舗装において

はＨ３０年度の長寿命化計画策定後、Ｒ５年度が計画見直し時期（５年後）となる。これらを考え合

わせて検討した結果、次のようにＲ６年度（下図の赤枠）からのタイミングで舗装、道路附属物と橋

梁の包括的発注を５箇年サイクルの委託業務として発注していく計画としている。 

 

 

≪Ｒ６年度から発注することの理由≫ 

   ① 公的な規定は無いものの、舗装の定期点検、長寿命化計画は本町、あるいは周辺自治体 

において５箇年サイクルで実施されており、今後もこのサイクルを維持することが舗装 

の計画的、持続的な維持管理に寄与すると考えられる。 

   ② 舗装、道路附属物の点検をＲ７年度発注とした場合、橋梁定期点検（約 280 橋）との 

並行作業となり、受発注者の作業（ﾃﾞｰﾀ整理や緊急対応等）が煩雑となる。 

   ③ 舗装、道路附属物のこれまでの点検や修繕の結果等からＲ５年度⇒Ｒ６年度に延期した 

     場合でも施設の劣化が極端に進行するわけではないと考えられ、この点を踏まえて道路 

ストックとしてのロードマップを下図のように策定した。 

（R6 年以降は当初の５箇年サイクルへ戻して、持続的に維持管理を実施していく計画） 
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表—10.1  落札者の選定方法 

図－9.1  発注・契約方式のイメージ 

業務区分 選定⽅法 内  容

設計業務 プロポーザル⽅式

・橋梁定期点検・橋梁⻑寿命化修繕計画
・橋梁補修設計・橋梁補修⼯事（技術協⼒）
・舗装定期点検（巡視）
・舗装⻑寿命化修繕計画（アドバイザー）
・舗装修繕⼯事（アドバイザー）
・道路附属物定期点検（巡視）
・道路附属物個別施設計画（アドバイザー）
・道路附属物修繕⼯事（アドバイザー）

⼯  事 価格競争⽅式

・橋梁補修設計（技術協⼒）
・橋梁補修⼯事
・舗装修繕⼯事
・道路附属物修繕⼯事

９．発注・契約方式 

道路ストックの包括的発注は、橋梁の包括発注（複数年契約）＋舗装・道路附属物の包括的発注とな

り、発注・契約方式としては橋梁包括的発注に合わせることとなる。従って、下図に示す「基本協定の

締結」のもと別途年度契約を結びながら実施することとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．落札者の決定方法 

  落札者の選定方法は「維持管理等の入札契約方式ガイドライン(案)」を参考に下表の通りとする。 
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図－11.1  事業の実施体制図 

設計承認
検 査

工法検討
詳細設計

施工承認
検 査

施工計画
工事実施

現地情報提供
仮設足場等提供

設計意図伝達
施工確認（ＣＭ）

・事業計画 ・工程進捗管理
・事業発注・検査 ・設計・施工承認
・地元協議、説明会 ・三者協議会運営

・全体マネジメント
・設計計画 ・施工計画
・現地調査 ・関係機関協議
・工法検討 ・図面、数量
・詳細設計
・三者協議会資料作成

・施工計画 ・関係機関協議
・施工工程計画 ・図面、数量（竣工）
・工事提出書類 ・設計照査
・三者協議会資料作成

「包括発注事業モニタリング委員会」
・委員長：学識経験者
・委 員：田原本町（国交省、奈良県）
・事務局：田原本町

(資料作成：設計コンサルタント）

三者協議会

図—11.2  事業のＰＤＣＡサイクルによる継続的な制度改善 

１1．事業の実施体制 

事業の実施体制（モニタリング機関の設置） 

事業の実施体制は、ＥＣＩ方式（田原本町）における体制を基本とする。また、事業全体の適正な運

用を確認する目的から下図に示すモニタリング機関を設置する。 
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【全体マネジメントの作業内容】

実施時期

①　情報管理 ・年度毎の設計・施工成果に関する情報の集約・蓄積 年度末

②　事業計画 ・年度毎に変動する予算計画に即した事業計画の検討 年度初

③　提出書類管理 ・モニタリング機関への提出書類管理（設計、施工共） 年度末

項目
作業内容

内　　　容

図－12.1  リスク発生時の協議手順 

（１）モニタリング機関の設置 

① 目的：包括発注による各業務の品質確保に関するモニタリングの実施 

② 人員構成：発注者、学識経験者、 

③ 活動内容： 

・設計者から提出される点検結果（点検調書）の確認及び指導 

    ・設計者から提出される長寿命化修繕計画の内容確認及び指導  

    ・設計者から提出される設計図書の確認・指導 

    ・施工者から提出される工事記録（中間、最終）の確認・指導 

④ 活動頻度：各年度１回開催（年度末） 

 

（２）全体マネジメントについて 

  １）全体マネジメントの必要性 

   複数年契約（５箇年）の中で、年度毎の設計・施工成果に関する情報の集約や長寿命化修繕計画

及び予算を踏まえた年度初の事業内容検討に対し、全体マネジメントとしての契約項目を提案

し、事業全体の合理的かつ効果的な進捗を図る。 

  ２）全体マネジメントの作業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本作業項目については作業内容に即した適切なフィーの設定（見積り等）が必要となる。 

 

１2．リスク分担 

 
リスク分担については、想定されるリスクを対象 

とし、その発生の可能性やリスクが発生した場合の影

響の大きさ、影響を受ける期間等についてランク付け

を実施した上、巻末表のように設定する。なお、リス

ク発生の際にはリスク分担表（標準例）を参考に右図

の手順により適切に協議するものとする。 

 

 次頁にリスク分担表を示す。 
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リスク分担表（標準案） 
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≪参考資料≫ 

 

参考－１．ECI 方式（田原本町仕様）の活用  
（１）ECI 方式（田原本町仕様）の概要 

本ガイドラインに示す ECI 方式（田原本町仕様）は、従前の国土交通省等で行われている早期か

ら施工者が関与することによる工期短縮・業務効率化に加え、設計者が CM などの役割を担い、

発注作業の補助、施工確認等の発注者支援を行うことにより、工事の品質向上、発注者負担の軽減

に寄与できる方式である。図 1 に国交省版と田原本町仕様の違いを示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）ECI 方式（田原本町仕様）採用のメリット 

市町村等の基礎自治体では、平成 26 年度の道路法改正※5 以降、近接目視による橋梁定期点検

を実施した結果、要補修と診断された橋梁の数が多く、橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修が追い

付いていない状況がある。  

橋梁保全事業では、橋梁点検・補修設計・工事施工が分離発注（従来方式）され、損傷発見から

施工完了までの期間が長く、管理者は、長期間にわたりリスクを負担することとなる。また、補修

詳細設計時に十分な調査ができないこと、施工者に設計意図の伝達が十分にされないことにより、

品質の低下、手戻りによる進捗の遅れが課題となっている。 

 本ガイドラインに示す ECI 方式（田原本町仕様）の活用により、設計段階から施工者が関わる

ことで品質向上、工期短縮を図り、設計者の支援により発注者負担が軽減され、橋梁保全事業を適

切に進捗させることが可能となる。ECI 方式（田原本町仕様）の採用によるメリットを図２と表１

に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図２ ECI 方式（田原本町仕様）のメリットイメージ 

 

【国交省版ＥＣＩ方式での契約形態】 【ECI 方式（田原本町仕様）での契約形態】 

図１ 国交省版 ECI 方式と ECI 方式（田原本町仕様）の違い 
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想定されるリスク ECI方式採用のメリット

工
期

設計・施工分離発注によ
り、リスク負担期間が長
い。

補修詳細設計完了後に、工事発注を
行う場合、定期点検での損傷発見か
ら補修完了までの期間が長くなる。

損傷が進行し、第三
者事故、落橋等に至
る可能性がある！

設計・施工のタイムラグが
少なく事業全体の工期短縮
が可能となりリスク負担期
間も短縮される。

品
質

設計意図の伝達不足による
品質低下・手戻りの発生。

発注者側の人員不足等により、設計
意図が十分伝達されない、現場で生
じた不測の事態に対処ができない
等、品質の低下が懸念される。

施工不良、再劣化に
よる損傷の進行。手
戻りによる事業進捗
の遅延！

設計者・施工者の相互確
認、施工時への配慮による
品質向上・工期短縮。
（再劣化・手戻りの防止）

発
注
者
負
担

発注・工事監督等の発注者
の負担増大。

補修対象橋の増により、入札事務手
続き・工事監督に対して、現状の人
員では継続的管理が困難。また、橋
梁保全工事は設計変更を伴うことが
多く、負担となる。

事業の遅れにより、
要補修橋梁が多く残
り、第三者事故、落
橋等に至る可能性が
ある！

設計者がCMR的な役割を
にない、発注者支援を行う
ことで、発注者の負担が軽
減される。

事
業
費
（

コ
ス
ト
）

足場費、修正設計等により
事業費が増大。

設計、施工ともに足場設置が必要。
また、設計成果と現地条件の不整合
等による施工時修正設計の発生によ
り、事業費の増大が懸念される。

予算不足による事業
の遅れにより、要補
修橋梁が多く残り、
第三者事故、落橋等
に至る可能性があ
る！

施工者の協力により設計・
施工で足場を兼用すること
で、コスト縮減となる。足
場を利用した設計者・施工
者による現地の相互確認に
より品質が向上。

地
元
育
成

橋梁補修工事の担い手不足

橋梁補修工事の実績がある地元施工
業者が少なく、入札可能な会社が限
られている。

入札不調等による事
業の遅れより、要補
修橋梁が多く残り、
第三者事故、落橋等
に至る可能性があ
る！

設計者との協働による地元
施工業者の育成、橋梁補修
工事実績保有会社の増大。

従来方式での課題

 
 

  

表１ ECI 方式（田原本町仕様）採用のメリット 
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（３）全体のプロセス 

ECI 方式（田原本町仕様）による橋梁保全事業の全体プロセスの標準モデルを下図に示す。同図

においては、ＥＣＩ方式（田原本町仕様）における設計、施工の標準的な発注タイミングや三者協

定（後述）を踏まえて実施する三者協議会の実施時期を示している。 

   三者協議会は三者による意思決定の重要な会議であるため、実際の設計、施工に際しては、 

着手時に三者で相互確認した上、三者協議会を円滑に運営することが望ましい。 

 

図３ ECI 方式（田原本町仕様）における全体プロセス 
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参考－２．三者協定   
 

 （１）三者協定の目的 

    三者協定は、田原本町の橋梁保全事業における発注者、設計者、施工者の三者間で締結される書

面による協定である。本協定は、田原本町が発注した橋梁保全事業において発注者、設計者及び施

工者が相互に協力し、設計及び工事を所定の工期までに円滑に完成させる上で必要な事項を定め

る（三者間の意思決定）ことを目的とする。 

 

 （２）三者協定 

田原本町の橋梁保全事業における ECI 方式（田原本町仕様）では、受注者（設計者及び施工者）

は「橋梁長寿命化修繕事業 補修工事に関する三者協定書（案）」（本節の末尾に添付）により発注

者と協定を取り交わさなければならない。 

受注者は三者協定書に従い、関係者との調整等により対象橋梁の長寿命化の実現に向けて、最新

の技術水準により設計及び工事を行うものとする。 

 

（３）三者協議会 

発注者、設計者並びに施工者の三者により組織されるもので、詳細設計時に三者協議会において

検討された技術提案及び設計・施工方針等の採否を検討し、採用となった場合は、詳細設計及び工

事に反映させる組織をいう。図 10 に三者協議会の体系図を示す。 

三者協議会では、上記のように橋梁保全事業に関する技術的な意思決定を行うこととなるため、

設計者、施工者においては技術的判断が可能な技術者の出席が求められる。 

設計者は、業務の管理技術者の要件である技術士（建設部門 鋼構造及びコンクリート）、RCCM

（鋼構造及びコンクリート）等の資格保有者、または、それと同等の技術力、専門知識を有する人

員を出席させる必要がある。 

施工者は、工事の監理技術者等の要件である 1 級土木施工管理技士等の資格を保有、または、

それと同等の技術力、専門知識を有する人員を出席させる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図１ 三者協議会の体系図（イメージ） 
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（４）三者の役割分担 

 １）役割分担を行う目的 
  ＥＣＩ方式（田原本町仕様）では、三者協定に基づく三者協議会にて意思決定を行う等、 

従来の発注方式とは異なる契約内容、事業の進め方となることから、あらかじめ三者の役 

割分担を明確化し、これを三者が遵守することにより、円滑に事業を進捗させることを目 

的として設定する。 

 

２）役割分担における留意事項 

① 関係者の調整、協力 

・発注者、設計者及び施工者間の調整は、発注者が行う。ただし、発注者が必要と認める 

場合は、設計者及び施工者が資料作成等の調整を補助する。 

・発注者が行う調整に対し、関係三者は真摯に対応し協力する。 

 

② 三者協議会の役割、責任 

①三者協議会における役割、責任は、表４に示す役割分担表（三者協議会の欄）による。 

②設計者は、施工者へ確実な設計意図の伝達に努めるとともに、修正設計、工事図面、工 

事数量、工法等について精査し、工事の品質を確保する。 

 

③ 設計における技術協力 

・施工者は、三者協議会において提案・採択された技術提案に限らず、施工上の更なる技 

術提案（コスト縮減含む）に努めるものとする。 

・設計者は、施工者から提案され三者協議会にて採択された技術提案に対し、提案内容の検証やコ

スト検証等を行うとともに、自社においても更なる技術提案（コスト縮減含む）を心がけるもの

とする。 

 

  次頁に三者協定書（案）を示す。 
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橋梁長寿命化修繕事業 〇〇橋他補修工事に関する三者協定書 

 

橋梁長寿命化修繕事業 〇〇橋他補修工事（以下「本工事」という。）に関して、田原本町（以

下「発注者」という。）、〇〇〇〇（以下「設計者」という。）と〇〇〇〇（以下「施工者」という。）

とは、以下のとおり三者協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 

本協定は、本工事における発注者が実施した本工事において、令和〇年〇月〇日までに本工

事を完成させるため、発注者、設計者及び施工者が協力して本工事を円滑に完成させる上で、

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（関係者の調整、協力） 

第２条 

１ 設計の実施に係る発注者、設計者及び施工者間の調整は、発注者が行う。ただし、発注者

が必要と認める場合は、設計者が資料作成等の調整を補助する。 

２ 発注者が行う調整に対し、関係三者は、真摯に対応し協力する。 

３ 発注者、設計者及び施工者は、本協定の目的を達成するうえで、必要な補修事業に係る技

術的•経済的課題を検討するため、田原本町橋梁補修工事技術協力協議会（以下「三者協議

会」という）を設置する。なお、三者協議会とは、発注者及び設計者並びに施工者の三者

により組織されるもので、実施設計時に三者会議において検討された技術提案及び施工実

施方針の採否を検討し、採用となった場合は、設計及び工事に反映させる組織をいう。 

４ 第１項に規定する調整は、発注者が主催する三者協議会において関係者間の調整を行う。 

 

（三者協議会の役割、責任） 

第３条 

１ 三者協議会の役割、責任は添付の【別紙】役割分担表による。 

２ 完成した設計の設計責任は、設計者が負うものとする。ただし、施工者からの提案により

採用された工事工法等の、施工者が計画通知申請上のその他設計者となった場合は、施工

者も設計への関与度合いに応じた設計責任を負うものとする。 

３ 設計者は、設計思想の施工者への確実な伝達につとめると共に、修正設計、工事図面、工

事数量、工法等について精査して工事の品質を確認する。 

 

（実施設計における技術協力等） 

第４条 

１ 施工者は、本協定の目的を達成するため、田原本町橋梁補修工事において第三者会議から

提案され発注者より採用された技術提案及びＶＥ提案に限らず、更なる技術的提案及び経

済的提案に努めるものとする。 

２ 設計者は、施工者から提案され発注者により採用された技術提案のみならず、実施設計の

段階における施工者からの更なる技術的提案及び経済的提案の技術検証、コスト検証を行

うとともに、本協定の目的を達成するための更なる技術提案及び経済的提案を行うものと

する。 

 

（有効期限） 

第５条 

本協定は、本協定の締結日から発注者及び設計者が締結している設計業務の委託契約完了日

までとする。 

 

（その他） 

第６条 

本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者、設計者及び施工者が協議して

定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、発注者、設計者、施工者が記名押印の上、

各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

 

                                          

発 注 者                     

                

       印    

                                           

設 計 者                     

  

          印 

 

           施 工 者                     

             

                             印 
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■三者協定書（案）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路ストックの包括的発注に関するガイドライン（案） 

 
令和６年 2 月 26 日  初版          

 

 

 

 

発行 田原本町 産業建設部 まちづくり建設課 

編集 道路ストック包括的発注事業に関する共同研究 
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